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（宛先）　美浜町長

所在地 
事業者名 
代表者名 

美浜町ふるさと納税返礼品登録申請書

下記のとおり美浜町ふるさと応援寄附金事業に係る返礼品の登録を依頼します。

記

	返礼品名
	

	説明文
	

	本体価格
(税込)
	円
	梱包資材代
	円
	（注）それがないと商品として成立しない梱包資材代は、本体価格に含む。
例）米を入れる袋代金
配送用の段ボール等は、それがなくとも商品としては成立するため、梱包資材代に計上する。

	配送方法
	□常温 ・□冷蔵 ・□冷凍
	北海道・沖縄
・離島対応
	□可 ・□不可
	受注連絡から発送
までに要する日数
	日程度

	名称
	

	内容量
	

	原材料名
	

	保存方法
	

	消費期限
	

	製造元
	
	提供元
	

	受付期間
	 ～
	発送期間
	～

	取扱数量
	　　　　　セット （□月間　・　□年間※４月１日から翌３月３１日まで）

	備考
	


裏面あり
登録する返礼品の地場産品基準に当てはまるものを○で囲むこと。
（下記のいずれにも当てはまらない場合は返礼品として登録することはできません。）

(1)　美浜町内において生産されたもの
(2)　美浜町内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの
(3)　美浜町内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの　※別途証明書要
(3)イ（熟成肉）　
愛知県内において生産された食肉を原材料として、美浜町において熟成したもの
(3)イ（精米）　
愛知県内において生産された玄米を原材料として、美浜町において精白したもの
(3)ロ（企画立案）　
美浜町において製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程が行なわれており、当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたもの　※別途証明書要
(4)　美浜町内において生産されたものであって、近隣の他の市町村の区域内において生産されたものと混在したもの（流通上構造上、混在することが避けられない場合に限る。）
(5)　美浜町の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から美浜町独自の返礼品等であることが明白なもの
(6)　(1)から(5)に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が価値全体の七割以上であること。
(7)　美浜町内において提供される役務その他これらに準ずるもの（宿泊の提供に係る役務を除く。）であって、当該役務の主要な部分が美浜町において相当程度関連性のあるもの
(7)の2　美浜町内に所在する宿泊施設であって、愛知県内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの（フランチャイズチェーン等の方式により、愛知県外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。）における宿泊の提供に係る役務であること
(7)の3　美浜町内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの
(8)イ　美浜町が近隣の他の市町村と共同でこれらの市町村の区域内において(1)から(7)のいずれかに該当するものを共通の返礼品とするもの
(8)ロ　愛知県が県内の複数の市町村と連携し、当該連携する市町村（美浜町を含む）の区域内において(1)から(7)のいずれかに該当するものを愛知県及び当該市町村（美浜町を含む）の共通の返礼品とするもの
(8)ハ　愛知県が県内の複数の市町村において、地域資源として相当程度認識されているもの及び美浜町を認定し、地域資源を美浜町が返礼品とするもの
